
【筑慈苑施設組合】 

筑慈苑火葬設備利用の流れ 

（火葬日が２０２４年１０月１日以降に適用） 

 

① 火葬日時を予約システムで予約        葬儀社の担当者 

② 死体（死胎）火葬許可証等の交付       市・町の窓口担当者 

届出人：死亡届・死亡診断書(死体検案書)を届出する際に、 
火葬予約情報のﾓﾊﾞｲﾙ画面※１又は予約情報詳細ﾌﾟﾘﾝﾄ※２を提示 

③ 予約システムに詳細情報を入力し確定    葬儀社の担当者 

葬儀社は、死体（死胎）火葬許可証を受け取り次第、「予約基本情報」、 
「設備予約情報」、「申請者情報」、「死亡者情報」を入力し予約を確定する。 

④ 予約システム受付完了処理         筑慈苑受付担当者 

※予約システム上で「予約確認通知書」を発行 

⑤ 予約確認通知書をチェック             葬儀社の担当者 

※予約の訂正は、筑慈苑受付に連絡 ９２６－１８９２ 

⑥ 火葬予約日時に筑慈苑施設を利用 

※筑慈苑受付で施設使用料を支払う。（喪主様） 
※喪主様へ施設利用案内等を説明する。（受付担当者） 

 

👉予約システム非会員は、②※１，※２の代わりに「予約番号」及び「予約日時」を伝えます。 

   市・町で再確認が必要な場合は、筑慈苑受付へ電話確認して下さい。 📞９２６－１８９２ 

 

火葬予約情報のﾓﾊﾞｲﾙ画面※１              予約情報詳細ﾌﾟﾘﾝﾄ※２  

                   


